
輪島市文化会館 

利用のご案内 

令和元年10月1日 現在 



使用の申込みについて 

・使用日の６ヶ月前から予約を受け付けます。 

・付属設備や備品類を使用される場合は、種類・数など具体的に 

 申し込んでください。 

・申し込みは所定の用紙（文化会館と農民研修センターの2種類 

 ございます。会館窓口での受け取り、または輪島市のホーム 

 ページよりダウンロードできます）に申請者の方の押印をした 

 うえで申請してください。 

・使用時間は準備（仕込み）、後片付け等すべての時間を含ん 

 でいます。前後の他の催し物の使用時間に注意してください。 

・毎週月曜日（祝祭日にあたる場合はその翌日） 

・12月29日から翌1月３日まで 

・施設管理の関係等により、臨時に休館することがあります。 

・許可なく施設、設備、器具などを使用しないこと。 

・所定の場所以外で飲食や喫煙をしないこと。 

・許可を受けないで火気を使用しないこと。 

・非常口・消火設備等の付近には、物を置かないこと。 

・他人に危害・迷惑をかける物品、動物を持ち込まないこと。 

・騒音、怒声、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

・写真撮影、録音等をしないこと。法律に触れることがあります 

 ので注意してください。 

・無断で会館敷地および会館内でポスター・チラシ等の掲示や 

 配布、寄付行為・販売をしないこと。 

・利用するに当たり必要な人員として、受付・案内・会場整理・ 

 駐車場整理・警備員等は使用者において手配すること。 

・会館職員の指示に反する行為はしないこと。 

・会館の施設、付属設備、備品等を損傷し、又は紛失した時は 

 直ちに会館職員に届け出てください。なお、損傷については 

 賠償していただきます。 

・輪島市文化会館の条例や規則に違反し、その処分によって使用 

 者に生じた損害については、市は賠償等の責任を負いません。 

休館日 

使用上の注意 

損害賠償 

大ホール 

ホワイエ（玄関ロビー） 

展示室 

第１楽屋 



※その他の舞台・照明・音響設備等については職員にお問い合わせください。 

施設の概要・使用料 

展示パネル（パーティション） 180ｃｍ×120ｃｍ １ 枚 2５０円 

設備について 

※第三・第四楽屋は、アコーディオンカーテンで仕切られています。 

※催し物を円滑に進行するために、使用日の７日前までにプログラム・進行表等をご持参のうえ、舞台設備、進行等に 

 ついて担当職員と詳しい打ち合せを行ってください。事前打ち合わせがない場合は、準備できないことがあります。 

 また、プログラム・チラシ等の印刷を予定されている場合、印刷内容について職員に確認を得てください。 

※使用終了後、原状回復をしてください。また、ごみ等は持ち帰り願います。 

・第１駐車場 97台   ・第２駐車場 45台（通常開放しておりません。ご相談ください。） 

  ※第 １ 駐車場は最初の１時間無料、それ以降は料金がかかりますが、催物利用者は無料化の手続きができます。 

駐車場について 

午前 午後 夜間 全日

9:00 13:00 18:00 9:00

～12：00 ～17：00 ～22：00 ～22：00

大ホール

　1448.47㎡

固定席1,196席

車いす席４席

（単位　円）

使用時間帯
冷暖房等

空調を使用
した場合

営利使用に
ついて

文

化

会

館

　洋室　154.00㎡
2,830 4,500 5,970 11,840

第一楽屋

1時間ごとに
4,400円加算

ホワイエ

　玄関ホールロビー
5,650 9,010 11,840 23,680

展示室

○

○

第二楽屋

　和室　 31.03㎡
1,150 1,780 2,410 4,720

　洋室　 62.55㎡
2,100 3,570 4,720 8,070

○
第四楽屋

　洋室 　25.30㎡
1,150 1,780 2,410 4,720

第三楽屋

　洋室　 25.75㎡
1,150 1,780 2,410 4,720

×

練習室 ２

　洋室 　52.67㎡
1,150 1,780 2,410 4,720

練習室 １

　洋室　 47.98㎡
1,150 1,780 2,410 4,720 ×

農

民

研

修

セ

ン

タ
ー

301会議室（小ホール）

　洋室　335.46㎡

収容人数　300人(椅子のみ)
　　　　　 90人(机二人掛け)

8,280

304実習室

　洋室　  96.26㎡
2,100

使用料の30%
を加算

(10円未満は
あ四捨五入)

入場料その他これに類する

ものを徴収する場合、その

額により下記割合を使用料

に加算。

（1）入場料等が

　　 500円以下の場合

　　 ……50％

（2）入場料等が

　　 2,000円以下の場合

　　 ……100％

（3）入場料等が

　　 2,000円を超える場合

　　 ……150％

入場料等をとらない場合で

も、営業の宣伝その他これ

に類する目的をもって利用

する場合、使用料の50％を

加算。

飲食に
ついて

客席×

×

×

○

3,570

303会議室

　和室　  69.54㎡
1,780 2,620 3,250 6,500

11,210 18,970 29,650

営利目的および金銭の授受

を伴う行為をしないこと。

302会議室

　洋室 　93.65㎡

収容人数   30人(机二人掛け)

950 1,470 1,780

43,17034,37025,450土日祝

×

×

×

○

平日 20,750 27,870 35,520 76,370

92,300

2,100 2,620 5,240

練習室 ３

　洋室 　94.20㎡
2,410 3,570 4,720 8,070

×



301会議室（小ホール） 

302会議室 

303会議室 

304実習室 

輪島市文化会館 

  開    館 ： 昭和５６年８月１０日 

  構    造 ： 鉄筋コンクリート造、 

           一部鉄骨鉄筋コンクリート造、 

            地下１階、地上５階建 

  敷 地 面 積 ： 12,304㎡ 

  建物延床面積 ： ７,９４２.２９㎡ 

 

〒９２８－０００１ 輪島市河井町２０部１番地１ 

 Tel ０７６８－２２－７６６６／Fax ０７６８－２２－７６６９ 

輪島市教育委員会文化課 

応接室（301会議室付属） 

利用の際はご相談ください。 


